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１．駐車場の種類 

 

駐車場 一般公共の用に供する駐車場(駐車場法でいう駐車場) 

  路上駐車場 

  路外駐車場 都市計画駐車場 

   届出駐車場 

   付置義務駐車場（一般公共の用に供する） 

  その他の路外駐車場 

 

 一般公共の用に供しない駐車場(駐車場施設)  

  専用駐車場 

  車庫（保管場所） 

  付置義務駐車場（一般公共の用に供しない） 

 

 

  

  

 

 

（１）駐車場の説明 

 

   路上駐車場  

   駐車場整備地区内の道路の路面に、一定の区画を限って設置される自動車の駐車の

ための施設であって、一般公共の用に供されるもの。 

（北九州市内にはありません） 
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路外駐車場 

届出駐車場 
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   路外駐車場  

   道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供される

もの。 

   上記の施設であって駐車の用に供する部分の面積が 500 ㎡以上であるものの構造及

び設備は、建築基準法及びその他の法令の規定の適用がある場合は、それら法令の規

定によるほか、政令（駐車場法施行令）に定める技術的基準による。 

   以下「法定の技術基準を表す」 

路外駐車場で駐車の用に供する部分が 

５００㎡以上 → 法定の基準による。 

５００㎡未満 → 法定の基準の対象外。 

  【都市計画駐車場】 

    都市計画法第１１条の規定により、都市計画において定められた路外駐車場。 

（北九州市では天神島駐車場、勝山公園地下駐車場） 

  【届出駐車場】 

    駐車場法第１２条及び第１３条の規定により届けられた路外駐車場。都市計画区

域内において、駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上で料金を徴収するもの。 

    設置にあたっては、路外駐車場の位置、規模、構造、設備等について北九州市長

あて届出なければならない。 

 

  ＜ 路外駐車場の面積の算定方法 ＞ 

 １．自動車の駐車の用に供する部分（自動車の駐車場所）のみで算定する。 

 ２．駐車の用に供す部分と車路とが構造上判然としない場合には、駐車の用に供する部

分の面積は車路の面積を含める。 （建設都開発第 200 号，Ｓ37.8.20） 

 ３．駐車場法施行令第１５条の認定基準について（通達） 

   ［特殊装置の面積の算定方法］ 

    特殊装置の駐車の用に供する部分の面積の算定に当っては、垂直循環方式、水平

循環方式などのように駐車の用に供する部分に該当する車箱（ケージ）、パレット

（トレイ）などの面積の算定の容易なものについては、その面積によるものとし、

その算定が困難なものについては、小型自動車又は軽自動車（二輪自動車を除く）

のみの駐車の用に供する特殊装置については自動車１台当り１２㎡と、普通自動車

（大型のバス、トラック等を除く） の駐車の用に供することができる特殊装置につ

いては自動車１台当り１５㎡とみなして算定する。 （建設省都再発第 53 号，Ｓ

43.10.16） 
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（２）駐車施設の説明 

  道路の路面外に設置される自動車の駐車の用に供される施設であって一般公共の用に

供されないものは、５００㎡以上であっても法定の技術基準によらなくてもよい。 

 

 ～「一般公共の用に供されないもの」の行政実例～ 

 １．団地内居住者の利便施設としての駐車場で団地外一般の所有する自動車の駐車は認

めないもの。 

 ２．月極駐車のみを取扱い、時間駐車を取扱わない駐車場。（建設都総発第 54 号， 

Ｓ38.12.10、建設都総受第 17 号，Ｓ40.1.27、建設省福都再発第３号， 

Ｓ43.5.23) 

 

（３）付置義務駐車施設 

駐車場法第２０条の規定により、大規模建築物に付置することが義務づけられた駐車

場。 

 

  ◎北九州市において一定規模以上の建築物に対して駐車施設の付置を義務づける条例 

「建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例」 

（制定 昭和 41 年 11 月 1 日 条例第 41 号） 

「建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例規則」 

（制定 昭和 42 年 10 月 21 日 規則第 71 号） 

により設置された駐車場が付置義務駐車施設にあたります。 

 

  詳しくは北九州市都市戦略局都市交通政策課（０９３－５８２－２５１８）まで 
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２．駐車場法 
昭和三十二年五月十六日 法律第百六号 

最終改正 平成二十九年五月一二日 法律第二六号 

目次 

第一章 総則(第一条―第二条の二) 

第二章 駐車場整備地区(第三条―第四条の二) 

第三章 路上駐車場(第五条―第九条) 

第四章 路外駐車場(第十条―第十九条) 

第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第二十条―第二十条の三) 

第六章 雑則(第二十条の四) 

第七章 罰則(第二十一条―第二十四条) 

附則 

 

 

第一章 総則 
 

(目的) 

第一条 この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定

めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の

機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。 

 

(用語の定義) 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動

車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。 

二 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公

共の用に供されるものをいう。 

三 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。 

四 自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自

動車をいう。 

五 駐車 道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。 

 

 (国及び地方公共団体の責務) 

第二条の二 国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐

車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。 

 

 

第二章 駐車場整備地区 
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(駐車場整備地区) 

第三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の商業地域(以下「商業

地域」という。)、同号の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)、同号の第一種

住居地域、同号の第二種住居地域、同号の準住居地域若しくは同号の準工業地域(同号の

第一種住居地域、同号の第二種住居地域、同号の準住居地域又は同号の準工業地域にあつ

ては、同項第二号の特別用途地区で政令で定めるものの区域内に限る。)内において自動

車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著

しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると

認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。 

2 駐車場整備地区に関する都市計画を定め、又はこれに同意しようとする場合においては、

あらかじめ、都道府県知事にあつては都道府県公安委員会の、国土交通大臣にあつては国

家公安委員会の意見を聴かなければならない。 

 

 (駐車場整備計画) 

第四条 駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐

車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通

しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画(以下「駐

車場整備計画」という。)を定めることができる。 

2 駐車場整備計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針 

二 路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量 

三 前号の目標量を達成するために必要な路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する施

策 

四 地方公共団体の設置する路上駐車場で駐車場整備地区内にある路外駐車場によつて

は満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並びに設置

主体 

五 主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要 

3 市町村は、駐車場整備計画を定めようとする場合においては、前項第四号に掲げる事項

について、あらかじめ、都道府県と協議するとともに関係のある道路管理者(道路法第十

八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が維

持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会の

意見を聴かなければならない。 

4 市町村は、駐車場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとと

もに、第二項第四号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会

に通知しなければならない。 

5 前二項の規定は、駐車場整備計画の変更について準用する。 

 

(地方公共団体の責務) 

第四条の二 地方公共団体は、駐車場整備計画の達成のため、路上駐車場及び路外駐車場の

整備に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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第三章 路上駐車場 
 

 (路上駐車場の設置) 

第五条 第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定め

られているものに限る。)が定められた場合においては、地方公共団体は、その駐車場整

備計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。 

2 前項の規定により地方公共団体が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該

地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。 

 

 (路上駐車場の駐車料金及び割増金) 

第六条 前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管

理者」という。)は、条例で定めるところにより、同項の規定により設置した路上駐車場

に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第

三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車が駐車する場合におい

ては、この限りでない。 

2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。 

一 自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。 

二 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないも

のであること。 

三 附近の路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。 

3 路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、不法に第一項の駐車料金を免かれた

者から、その免かれた額のほか、その免かれた額の二倍に相当する額を割増金として徴収

することができる。 

4 道路法第七十三条の規定は、第一項の規定による駐車料金及び前項の規定による割増金

について準用する。 

 

 (駐車料金等の使途) 

第七条 路上駐車場管理者は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定により徴収し

た駐車料金及び同条第三項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費

用に充てるほか、駐車場整備地区内の地方公共団体の設置する路外駐車場の整備に要する

費用に充てるように努めなければならない。 

 

 (路上駐車場の表示) 

第八条 道路管理者は、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場の位置を表示するため、

道路法第四十五条の規定による道路標識及び区画線を設けなければならない。 

2 前項に規定するもののほか、路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、駐車料

金その他路上駐車場の利用について必要な事項を表示するため、標識を設けなければなら

ない。 

 

 (政令への委任) 
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第九条 この章に定めるもののほか、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場に関し必要

な事項は、政令で定める。 

 

 

第四章 路外駐車場 
 

(駐車場整備地区内の路外駐車場の整備) 

第十条 国土交通大臣、都道府県又は市町村は、駐車場整備地区に関する都市計画を定めた

場合においては、その地区内の長時間の自動車の駐車需要に応ずるために必要な路外駐車

場に関する都市計画を定めなければならない。 

2 地方公共団体は、前項の都市計画に基いて、路外駐車場の整備に努めなければならない。 

 

 (構造及び設備の基準) 

第十一条 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上で

あるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規

定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準

によらなければならない。 

 

 (設置の届出) 

第十二条 都市計画法第四条第二項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内にお

いて、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者(以下

「路外駐車場管理者」という。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、

路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事(市の区域内にあ

つては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。届

け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。 

 

 (管理規程) 

第十三条 路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ

その業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十

日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。 

2 前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定

めなければならない。 

一 路外駐車場の名称 

二 路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名及び住所) 

三 路外駐車場の供用時間に関する事項 

四 駐車料金に関する事項 

五 前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項 

六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 

3 前項第四号の駐車料金の額の基準は、政令で定める。 

4 路外駐車場管理者は、管理規程に定めた事項を変更したときは、十日以内に、都道府県
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知事等に届け出なければならない。 

 

 (休止等の届出) 

第十四条 路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止した

ときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。現に休止している路外

駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。 

 

 (路外駐車場管理者の責務) 

第十五条 路外駐車場管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正

当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。 

2 路外駐車場管理者は、管理規程に従つて路外駐車場に関する業務を運営するとともに、

建築基準法第八条の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を第十一条の規定に

基く政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。 

 

第十六条 路外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管

理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失又は損傷に

ついて損害賠償の責任を免かれることができない。 

 

 (助成措置) 

第十七条 都市計画において定められた路外駐車場の用に供するため、道路の地下又は都市

公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下の占用の許可の申

請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ道路法第三十三条第一項又は都市公園法

第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、道路管理者又は都

市公園法第五条第一項の公園管理者は、それぞれこれらの法律による占用の許可を与える

ものとする。 

2 国は、都市計画において定められた路外駐車場を設置する地方公共団体その他の者に対

し、その設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。 

 

 (立入検査等) 

第十八条 都道府県知事等は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管

理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその

業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査をさせるこ

とができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請

求があつたときは、これを提示しなければならない。 

3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

(是正命令) 

第十九条 都道府県知事等は、路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基づく政令で

定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基

づく命令の規定に違反していると認めるときは、路外駐車場管理者に対し、その是正のた
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めに必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、都道府県知事

等は、路外駐車場の構造及び設備が当該路外駐車場の利用上著しく危険であると認めると

きは、当該是正のための措置がとられるまでの間、当該路外駐車場の供用を停止すべきこ

とを命ずることができる。 

 

 

第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理 
 

 (建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置) 

第二十条 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内にお

いて、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ

面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上と

なる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車

の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を設けなければならない旨を定めること

ができる。劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用

途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建築物で特定用途

に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は商業地

域内若しくは近隣商業地域内の道路及び自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模

以上のものを新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係

る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする

者に対しては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ面積が二千平方メートル未満であ

る場合においても、同様とする。 

2 地方公共団体は、駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市

計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区内、又は周辺地域、

駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であつて

自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交通がふくそうすることが

予想される地域内で条例で定める地区内において、特定部分の延べ面積が二千平方メート

ル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の

建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以

上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐

車施設を設けなければならない旨を定めることができる。 

3 前二項の延べ面積の算定については、同一敷地内の二以上の建築物で用途上不可分であ

るものは、これを一の建築物とみなす。 

 

 (建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置) 

第二十条の二 地方公共団体は、前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内

において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更によ

り特定部分の延べ面積が一定規模(同条第一項の地区又は地域内のものにあつては特定用

途について同項に規定する条例で定める規模、同条第二項の地区内のものにあつては同項

に規定する条例で定める規模をいう。以下同じ。)以上となるもののために大規模の修繕

又は大規模の模様替(建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。以
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下同じ。)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の用途変更

で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の

修繕又は大規模の模様替をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の

敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。 

2 前条第三項の規定は、前項の延べ面積の算定について準用する。 

 

 (駐車施設の管理) 

第二十条の三 地方公共団体は、第二十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定に基

づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設の所有者又は管理者に対し、条例で当

該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない旨を定めること

ができる。 

 

 

第六章 雑則 
 

 (権限の委任) 

第二十条の四 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところに

より、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

 

 

第七章 罰則 
 

第二十一条 第十九条の規定による都道府県知事等の命令に従わなかつた者は、百万円以下

の罰金に処する。 

第二十二条 第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定に違反した者は、

五十万円以下の罰金に処する。 

第二十三条 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。 

第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 

 

 

附 則 抄 
 

(施行期日) 

1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

 (路外駐車場に関する経過措置) 

2 この法律の施行の際都市計画区域内において現にその利用について駐車料金を徴収する

路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるもの
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を設置している者は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、第十二条及び第十三

条の規定による届出をしなければならないものとし、それまでの間は、これらの規定によ

る届出をして業務を営んでいるものとみなす。 

3 建築基準法第三条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の際現に存する路外駐車

場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。以

下この項において同じ。)又はこの法律の施行の際現に建築、修繕若しくは模様替の工事

中の路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合

しない場合について準用する。 
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３．駐車場法施行令 

昭和三十二年十二月十三日 政令第三百四十号 

最終改正 令和二年十一月十三日 政令第三百二十三号 

 

目次 

第一章 駐車場整備地区(第一条・第二条) 

第一章の二 路上駐車場(第三条―第五条) 

第二章 路外駐車場 

第一節 構造及び設備の基準(第六条―第十五条) 

第二節 駐車料金等(第十六条・第十七条) 

第三章 特定用途(第十八条) 

第四章 雑則(第十九条) 

附則 

 

 

第一章 駐車場整備地区 
 

(駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区) 

第一条 駐車場法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特別用途地区は、次に

掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。 

一 小売店舗 

二 事務所 

三 娯楽・レクリエーション施設 

四 流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に

供する施設 

 

 (路上駐車場の配置及び規模の基準) 

第二条 法第四条第二項第四号に掲げる路上駐車場の配置及び規模は、次に掲げる基準によ

るものとする。 

一 路上駐車場は、駐車場整備地区内及びその周辺にある路外駐車場その他の自動車の駐

車の用に供される施設又は場所との関連を考慮してその配置及び規模を定めるととも

に、駐車場整備地区内におけるその適正な分布を図ること。 

二 路上駐車場は、主要幹線街路に設置しないこと。ただし、分離帯その他の道路の部分

で道路の交通に支障を及ぼすおそれの少ないものに設置するときは、この限りでない。 

三 路上駐車場は、歩道と車道の区別のない道路に設置しないこと。ただし、幅員が八メ

ートル以上ある道路の歩行者の通行及び沿道の利用に支障を及ぼさない部分に設置す

るときは、この限りでない。 

四 路上駐車場は、歩道と車道の区別のある道路にあつては、その車道の幅員が六メート

ル未満の道路に設置しないこと。 

五 路上駐車場は、縦断勾配が四パーセントを超える道路に設置しないこと。ただし、縦
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断勾配が六パーセント以下の道路で、歩道と車道の区別があり、かつ、その車道の幅員

が十三メートル以上のものに設置するときは、この限りでない。 

六 路上駐車場は、陸橋の下又は橋に設置しないこと。 

七 路上駐車場は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十四条第一項各号に掲げ

る道路の部分又は同法第四十五条第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げ

る道路の部分に設置しないこと。 

八 路上駐車場は、当該路上駐車場を設置する道路の幅員及び交通の状況に応じ、車両の

通行に必要な幅(少なくとも三・五メートル)の道路の部分を保つように設置すること。 

 

 

第一章の二 路上駐車場 
 

 (駐車料金を徴収することができない自動車) 

第三条 法第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基

づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣

が定めるものとする。 

 

第四条 削除 

 

(路上駐車場の管理に要する費用) 

第五条 法第七条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。 

一 路上駐車場の設置、維持及び修繕に要する費用 

二 駐車料金及び割増金の徴収に要する費用 

三 前二号に掲げる費用の財源に充てるための一時借入金の利息の支払に要する費用 

 

 

第二章 路外駐車場 
 

第一節 構造及び設備の基準 

 

(適用の範囲) 

第六条 この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メ

ートル以上であるものに適用する。 

 

(自動車の出口及び入口に関する技術的基準) 

第七条 法第十一条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路外駐車場の自動車

の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をい

う。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)

及び入口(路外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分を

いう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとする。 

一 次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること。 
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イ 道路交通法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分 

ロ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の道路の部分 

ハ 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、

児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口

から二十メートル以内の部分(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路

及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物

により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつては、当該出入口

の反対側及びその左右二十メートル以内の部分を含む。) 

ニ 橋 

ホ 幅員が六メートル未満の道路 

ヘ 縦断勾配が十パーセントを超える道路 

二 路外駐車場の前面道路が二以上ある場合においては、歩行者の通行に著しい支障を及

ぼすおそれのあるときその他特別の理由があるときを除き、その前面道路のうち自動車

交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。 

三 自動車の駐車の用に供する部分の面積が六千平方メートル以上の路外駐車場にあつ

ては、縁石線又は柵その他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道

路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口とを分離し

た構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿つて十メートル以上とすること。 

四 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、

隅切りをすること。この場合において、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道

路との角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、一・五メートル以上

とすること。 

五 自動車の出口付近の構造は、当該出口から、イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部

分の区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退した自動車の車路の中心線上一・四メ

ートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ六十度以上の範

囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにすること。 

イ 専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「特

定自動二輪車」という。)の駐車のための路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動

二輪車の駐車のための部分(特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒

止めその他これに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための

部分と区分されたものに限る。) 一・三メートル 

ロ その他の路外駐車場又はその部分 二メートル 

2 前項第一号の規定は、自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分(当該道路又

はその部分以外の同号イからヘまでに掲げる道路又はその部分に該当するものを除く。)

に設ける路外駐車場であつて、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われる

こと等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確

保に支障がないと認めるものについては、適用しない。 

一 道路交通法第四十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる道路の部分

（同項第一号に掲げる道路の部分にあつては、交差点の側端及びトンネルに限る。） 

二 橋 

三 幅員が六メートル未満の道路 
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3 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、自動車の

出口又は入口を同項第一号に掲げる道路の部分（トンネルを除く。）又は同項第三号に掲

げる道路に設ける場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議

し、その他の場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴か

なければならない。 

4 第一項第二号から第五号までの規定は、自動車の出口又は入口を道路内に設ける場合に

おける当該自動車の出口(出口付近を含む。)又は入口については、適用しない。 

 

 (車路に関する技術的基準) 

第八条 法第十一条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとす

る。 

一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 

二 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応

じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。 

イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられ

ており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分 二・七五メートル(前条第一項第

五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車

場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、一・七五メートル)

以上 

ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。) 三・五メ

ートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、

二・二五メートル)以上 

ハ その他の自動車の車路又はその部分 五・五メートル(自動二輪車専用駐車場の特

定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、三・五メートル)以上 

三 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物を

いう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合

する構造とすること。 

イ はり下の高さは、二・三メートル以上であること。 

ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を五

メートル以上の内法
のり

半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈

曲部にあつては、特定自動二輪車を三メートル以上の内法
のり

半径で回転させることがで

きる構造)であること。 

ハ 傾斜部の縦断勾
こう

配は、十七パーセントを超えないこと。 

ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

 

 (駐車の用に供する部分の高さ) 

第九条 建築物である路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、二・

一メートル以上でなければならない。 

 

(避難階段) 

第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自
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動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三

百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備

を設けなければならない。 

 

(防火区画) 

第十一条 建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場

合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定

する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定

する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。 

 

 (換気装置) 

第十二条 建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎

時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければなら

ない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がそ

の階の床面積の十分の一以上であるものについては、この限りでない。 

 

 (照明装置) 

第十三条 建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装

置を設けなければならない。 

一 自動車の車路の路面 十ルツクス以上 

二 自動車の駐車の用に供する部分の床面 二ルツクス以上 

 

(警報装置) 

第十四条 建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するため

に必要な警報装置を設けなければならない。 

 

(特殊の装置) 

第十五条 この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国

土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認

める場合においては、適用しない。 

 

 

第二節 駐車料金等 
 

(駐車料金の額の基準) 

第十六条 法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。 

一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえない

こと。 

二 自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。 

三 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額

であること。 
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(供用時間等の明示) 

第十七条 法第十二条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の

見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。 

 

 

第三章 特定用途 
 

 (特定用途) 

第十八条 法第二十条第一項後段の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政

令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、

展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、

ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事

務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。 

 

 

第四章 雑則 
 

 (権限の委任) 

第十九条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、

その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

 

 

附 則 抄 
 

(施行期日) 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 
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４．駐車場法施行規則 

平成十二年十一月二十四日 運輸省／建設省／令第十二号 

最終改正 令和三年八月三十一日 国土交通省令第五十三号 

 

 

(路外駐車場に関する届出書及び添付図面) 

第一条 駐車場法(以下「法」という。)第十二条の規定による届出は、別記様式により作成

した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届

出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 

一 路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図 

二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図 

イ 路外駐車場の区域 

ロ 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の

内部にあるものを除く。) 

ハ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令(以下「令」という。)

第七条第一項に規定する道路の部分及び橋 

三 建築物である路外駐車場にあっては、縮尺二百分の一以上の各階平面図並びに二面以

上の立面図及び断面図 

 

(路外駐車場に関する管理規程) 

第二条 法第十三条第二項第三号の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに一

日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。 

2 法第十三条第二項第四号の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額は、上限額をもっ

て定めなければならない。 

3 法第十三条第二項第五号の路外駐車場の供用契約に関する事項は、路外駐車場に駐車す

る自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならな

い。 

 

第三条 法第十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 路外駐車場の構造上駐車することができない自動車 

二 路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要 

 

 (特殊装置認定の基準) 

第四条 国土交通大臣は、令第十五条に規定する特殊の装置(以下「特殊装置」という。)

であって、構造及び設備並びに安全性を確保するために必要な機能(以下「安全機能」と

いう。)について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、同条の規定に基づき、

令第二章第一節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めるものとする。 

2 前項の場合において、特殊装置が、その安全機能について認証を受けたものであるとき

は、当該特殊装置については、前項の国土交通大臣が定める基準のうち安全機能に係る部

分に適合しているものとみなす。 
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 (認証) 

第五条 前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第七条から第九条までの規定に

より国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。 

2 認証を申請しようとする者(以下「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載し

た申請書を登録認証機関に提出しなければならない。 

一 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 申請に係る特殊装置の名称及び型式 

三 その他登録認証機関が必要と認める事項 

 

 (認証の更新) 

第六条 認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(以下「有効期間」

という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

2 前条第二項の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。 

 

 (登録) 

第七条 第五条第一項の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以

下「認証事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 

2 登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる

事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 認証事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 

三 認証事務を開始しようとする年月日 

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 個人である場合においては、次に掲げる書類 

イ 住民票の抄本若しくは個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定

する個人番号カードをいう。）の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所

を証明する書類 

ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 

二 法人である場合においては、次に掲げる書類 

イ 定款及び登記事項証明書 

ロ 申請に係る意思の決定を証する書類 

ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 

三 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 

四 登録申請者の行う認証が第九条第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを

証する書類 

五 その他参考となる事項を記載した書類 

 

 (欠格条項) 

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 
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一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

二 第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 

三 法人であって、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるも

の 

 

 (登録要件等) 

第九条 国土交通大臣は、第七条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる

要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 

一 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る特殊装置の安全機能を確認するため

の審査を行うものであること。 

イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同

じ。)において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授、准教授、助教若しく

は講師の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は機械工学若しくは電気工学に

属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者 

ロ 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、特殊装置の安全機能に関する専

門的知識を有する者 

ハ 機械に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した

経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者 

ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者 

二 前号の審査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によって構成される

合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。 

イ 学校教育法による大学において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授若

しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は機械工学若しくは電気

工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 

ロ 前号ロ又はハに該当する者 

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 

2 登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

一 登録年月日及び登録番号 

二 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び認証事

務を行う役員の氏名 

三 認証事務を行う事務所の名称及び所在地 

四 認証事務を開始する年月日 

 

 (登録の更新) 

第十条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力

を失う。 

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

 

 (認証事務の実施に係る義務) 

第十一条 登録認証機関は、公正に、かつ、第九条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる
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基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。 

一 特定の者を差別的に取り扱わないこと。 

二 認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準(以下「認証基準」という。)

を定めること。 

三 認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。 

四 認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。 

五 次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。 

イ 認証を受けた特殊装置の安全性が適切に確保されていないと認めるとき。 

ロ 不正の手段により認証を受けたとき。 

六 第九条第一項第一号の審査を行う者若しくは同項第二号の合議制の機関の構成員を

決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定又

は変更を行おうとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。 

七 認証、認証の更新又は認証の取消し(以下この号において「認証等」という。)を行っ

たときは、その旨(認証の取消しにあっては、その理由を含む。)を記載した書面を、当

該認証等の日から二週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。 

八 認証事務によって知り得た秘密の保持を行うこと。 

 

 (登録事項の変更の届出) 

第十二条 登録認証機関は、第九条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとす

るときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする

日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 

一 変更しようとする事項 

二 変更しようとする年月日 

三 変更しようとする理由 

 

 (認証事務規程) 

第十三条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証

事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

一 認証事務の時間及び休日に関する事項 

二 認証事務を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項 

三 認証の申請に関する事項 

四 認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項 

五 認証基準に関する事項 

六 認証基準の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項 

七 不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項 

八 認証証明書の交付及び再交付に関する事項 

九 認証の有効期間その他認証の更新に関する事項 

十 認証の取消しに関する事項 

十一 第十九条第三項の帳簿その他の認証事務についての書類に関する事項 

十二 認証事務に関する秘密の保持に関する事項 
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十三 認証事務に関する公正の確保に関する事項 

十四 その他認証事務に関し必要な事項 

 

 (認証事務の休廃止) 

第十四条 登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき

は、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を

国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲 

二 休止し、又は廃止しようとする年月日 

三 休止しようとする場合にあっては、その期間 

四 休止又は廃止の理由 

 

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 

第十五条 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借

対照表及び損益計算書若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの並びに事業報告書(そ

の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的

記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録認証機関の事

務所に備えて置かなければならない。 

2 認証を受けようとする者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつで

も、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、

登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録され

た事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登

録認証機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交

付の請求 

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて

情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が

記録されるもの 

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくこ

とができるもの(第十九条において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するフ

ァイルに情報を記録したものを交付する方法 

3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる

書面を作成できるものでなければならない。 

 

 (適合命令) 
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第十六条 国土交通大臣は、登録認証機関が第九条第一項各号の要件に適合しなくなったと

認めるときは、その登録認証機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置をとるべき

ことを命ずることができる。 

 

 (改善命令) 

第十七条 国土交通大臣は、登録認証機関が第十一条の規定に違反していると認めるときは、

その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その

他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

 (登録の取消し等) 

第十八条 国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登

録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ

る。 

一 第八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 

二 第十二条から第十四条まで、第十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。 

三 正当な理由がないのに第十五条第二項の規定による請求を拒んだとき。 

四 前二条の規定による命令に違反したとき。 

五 第二十条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 不正の手段により登録を受けたとき。 

 

 (帳簿の記載等) 

第十九条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 

一 認証の申請を受け付けた年月日 

二 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

三 認証の申請に係る特殊装置の名称及び型式 

四 認証の申請に係る特殊装置について第九条第一項第一号の審査を行った年月日及び

当該審査を行った者の氏名 

五 認証の申請に係る特殊装置について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該

決定に係る議を経た第九条第一項第二号の合議制の機関の構成員の氏名 

六 認証をした特殊装置にあっては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年

月日及び認証番号 

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録

され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表

示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 

3 登録認証機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイ

ル又は磁気ディスク等を含む。)を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければなら

ない。 

4 登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日(認証をしなかっ

たときは、第一項第五号に規定する日)から二年間保存しなければならない。 

一 認証の申請書及び添付書類 

二 認証の判定とその結果に関する書類 
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 (報告の徴収) 

第二十条 国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき

は、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 

 

 (公示) 

第二十一条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならな

い。 

一 登録をしたとき又は第十条第一項の登録の更新をしたとき。 

二 第十二条の規定による届出があったとき。 

三 第十四条の規定による届出があったとき。 

四 第十八条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。 

 

 (権限の委任) 

第二十二条 法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備

局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限については、国土交通

大臣が自ら行うことを妨げない。 

一 法第四条第三項の規定により意見を述べ、及び同条第四項の規定による通知を受理す

ること。 

二 令第七条第二項の規定により認定をし、並びに同条第三項の規定により道路管理者及

び都道府県公安委員会と協議し、並びに道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴

くこと。 

三 令第十五条の規定により認定をすること。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成

十三年一月六日)から施行する。 

(路外駐車場に関する届出等に関する省令等の廃止) 

2 次に掲げる省令は、廃止する。 

一 路外駐車場に関する届出等に関する省令(昭和三十三年／運輸省／建設省／令第一

号) 

二 路上駐車場の利用に関する標識に関する省令(昭和三十三年建設省令第三号) 

附 則 (平成一六年七月二日国土交通省令第七九号) 
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５．参考 
 

（１）関係する法令等 

ⅰ）基本法 

駐車場法 

駐車場法施行令 

    駐車場法施行規則 

ⅱ）建築物である駐車場の場合 

建築基準法 

建築基準法施行令 

福岡県建築基準法施行条例 

その他 消防法等 

ⅲ）大規模建築物駐車施設の場合 

建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例 

建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例施行規則 

ⅳ）建築物でない駐車場の場合 

   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

    福岡県福祉のまちづくり条例 

ⅴ）その他 

   道路法 

道路交通法 

 

（２）路外駐車場とは（法第２条の２） 

「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一

般公共の用に供されるものをいう。 

「一般公共の用に供される駐車場」という意味は、一般の人に公開されるということで

ある。従って自社、その他特定の人だけ使用しているというような駐車場は、いわゆる車

庫であって、法律に基づく路外駐車場とはいえないこととされている。また、月極駐車場

のみを取扱い、時間駐車を取り扱わない有料駐車場は、一般公共の用に供されないものと

解される。 

 

（３）駐車場法の適用範囲 

ⅰ）全面適用を受けるもの 

都市計画区域内の路外駐車場で、駐車の用に供する部分の面積が５００平方メートル

以上で、駐車料金を徴収するもの。 

ⅱ）一部適用を受けるもの 

上記のもので駐車料金を徴収しないものは、駐車場の構造及び設備について、法施行

令の適用がある。 

ⅲ）「駐車の用に供する部分」の面積の算定について 

駐車の用に供する部分とは、通常、車路、その他の設備は含まれない。ただし、その

駐車スペースと車路との区分が構造上、あるいは実際上明確でない場合は、車路といえ

ども「駐車の用に供する部分」とみなして、これを合算する。 

機械式駐車場の場合は、各パレット（台車）の面積に台数を乗じた面積とする。ただ

し、算定しにくいものについては普通自動車（大型のバス、トラック等除く）１５㎡、

小型、軽自動車１２㎡とみなして計算する。 

 

（４）設計にあたって（法第１１条） 

駐車場の設計にあたっては、法令等の定める構造、設備の基準に合致していなければな
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らない。 

 

（５）設置の届出（法第１２条） 

駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上の路外駐車場で料金を徴収する者（「駐車

場管理者」という。）はあらかじめ（おおむね１ヶ月前）＜別表－１＞に示すものを市長

（建築都市局都市交通政策課）に届け出なければならない。変更する場合も同じ。（部数

は正副各１部） 

＜届出にあたり注意すべき事項＞ 

ⅰ）出口、入口（政令第７条） 

（ａ）出口から前面道路上の通行者、車両の存在を確認できる構造 

（ｂ）一時停止線、一時停止の標識または標板、一方通行の場合、指定方向進行方向指示

標板の設置 

（ｃ）建築物の場合、必要により高さ制限の表示 

 

（６）車路 

一方通行の場合、進行方向の標板、誘導線等の設置 

 

（７）管理規定の届出（法第１３条） 

路外駐車場の設置にあたっては、その運営の基本となる管理規定を定め、これを供用開

始後１０日以内に届け出なければならない。変更する場合も同じ。参考例を参照し作成す

ること。 

＜特に注意すべき事項＞ 

ⅰ）駐車場管理者の責務（法第１５条） 

ⅱ）善管注意義務（法第１６条） 

ⅲ）供用時間等の明示（政令第１７条） 

駐車場利用者の利便のため、供用時間及び料金の額を明示する義務がある。また、これ

に付加して駐車できない自動車、管理規定中必要な事項を掲示することが望ましい。 

 

（８）設置届出以後の各種の届出について 

設置以後の駐車場の施設または管理規定の変更、及び駐車場の休廃止、または再開の

場合も届出する必要がある。 
 

 

＜別表－１＞ 路外駐車場設置届出に必要な書類一覧 

 

名 称 

１． 路外駐車場設置届出書 

２． 地形図（案内図） 縮尺１／１００００以上 

３． 平面図（縮尺１／２００以上） 

   ※記載が必要な事項 

   路外駐車場の区域、自動車の出口及び入口、車路その他の主要な施設、 

   附近の道路並びに駐車場法施行令第７条第１項に規定する道路の部分及び橋 

４． 建築物である場合は、各階平面図、ならびに２面以上の立面図及び断面図 

   （それぞれ縮尺１／２００以上） 

５． 機械式駐車施設である場合は、大臣認定書の写し、特殊装置設置計画書、 

   仕様図または全体組立図 

６． 管理規定（供用開始後１０日以内で可） 
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（提出部数はいずれも正副各１部） 

（９）駐車場の出口・入口に関する構造 

出入口の設置出来ない部分 法規及び備考 

１．道路交通法第４４条各号に掲げる部分（駐停車禁止の部分） 

 １）交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上

付近、勾配の急な坂又はトンネル 

 ２）交差点の側端又はまがりかどから５ｍ以内 

 ３）横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５

ｍ以内 

 ４）安全地帯の左側及び前後の側端から前後に１０ｍ以内 

 ５）バス・電車停留所の表示柱から１０ｍ以内 

 ６）踏切の前後の側端から前後に１０ｍ以内 

２．横断歩道橋（地下横断歩道）の昇降口から５ｍ以内 

３．幼稚園、小学校、児童公園等の出入口から２０ｍ以内（工作物

等により車線が往復の方向別に分離されていない場合、反対側の

左右２０ｍ以内の部分を含む） 

４．橋 

５．幅員が６ｍ未満の道路 

６．縦断勾配が１０％を超える道路。 

駐車場法施行令第７条 

(駐車の用に供する部分の

面積が５００㎡以上の駐

車場に適用) 
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駐車場法施行令第7条第1項
道路交通法第44条

小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、
知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障
害児短期治療施設、児童公園、児童遊園若しくは児童館

出入口を設置することができない場所
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規   定 法規及び備考 

【自動車出口見通し角度】 

出口から２ｍ（自動二輪車は１．３ｍ）後退した自動車の車路の中

心線上１．４ｍの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右

にそれぞれ６０度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存

在を確認できること。 

駐車場法施行令第７条 

（駐車の用に供する部分

の面積が５００㎡以上の

駐車場に適用） 

【出入口の分離】 

縁石線又は柵その他これに類する工作物により自動車の出口及び入

口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、

自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道

路に沿って１０メートル以上とすること。 

駐車場法施行令第７条 

（駐車の用に供する部分

の面積が６，０００㎡ 

以上の駐車場に適用） 

【車路】 

１．車路の幅員は５．５ｍ（自動二輪車は３．５ｍ）以上とするこ

と。ただし一方通行では３．５ｍ（自動二輪車は２．２５ｍ）以

上。（当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、か

つ、歩行者の通行の用に供しない箇所にあっては、２．７５ｍ（自

動二輪車は１．７５ｍ）以上とすることができる。） 

２．はり下の高さは２．３ｍ以上のこと。  

３．屈曲部は自動車が５ｍ（自動二輪車は３ｍ）以上の内のり半径で

回転できること。  

４．傾斜部の縦断勾配は１７％未満とし、路面は粗面又は滑りにくい

材料で仕上げること。 

駐車場法施行令第８条 

（駐車の用に供する部分

の面積が５００㎡以上の

駐車場に適用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出口に関する構造的制限 
 
駐車場法施行令第７条第１項第４号（隅切り長） 
駐車場法施行令第７条第１項第５号ロ（見通しが必要な幅） 
駐車場法施行令第８条第２号ロ及びハ（車路の幅員） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60°以上  60°以上 
 

 
 

前面道路 
 相互、一方通行同じ 

視距の範囲 

 5,500 以上 一方通行の場合
3,500 以上 

出口側車路の
中心線 

道路中心線 

出口に関する構造的制限 

駐車場法施行令第７条第１項第４号（隅切り長） 

駐車場法施行令第７条第１項第５号ロ（見通しが必要な幅） 

駐車場法施行令第８条第２号ロ及びハ（車路の幅員） 

前面道路 
 相互、一方通行同じ 

6
,
0
00

以
上

 

視距の範囲 道路中心線 

出口側車路

の 

一方通行の場合 

3,500 以上 

5,500 以上 
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縁石線または柵その他

これに類する工作物に

より、出入口の車線が

分離されている場合

は、規制の適用外 

10,000以上

駐車場入口
駐車場出口

駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の

駐車場の出入口の設置規定 駐車場法施行令第7条第5項

3,
50
0

5,500

半径5,000半径5,000

5
,
50

0

3,
5
0
0

対面交通の場合 一方通行の場合

内のり半径の規定
駐車場法施行令第8条第2項（車路の幅員）
駐車場法施行令第8条第3項第2号（内のり半径）

2,750以上

駐車料金の徴収施設のある場所

歩行者の通路がない場合
駐車場法施行令第8条第2項
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関連通達  
○吊上式自動車車庫の取扱いについて（S35.12.8 住発 368）  

○路外駐車場の構造について（S37.7.28 建設部総発 38）廃止 

○メリーゴーランド式駐車施設を自動車用昇降施設として使用する場合の取扱いに

ついて（S39.12.14 住指発 201）  

○特殊の装置を用いる路外駐車場の面積の算定について（S40.1.29 建都発 9）廃止 

○工作物等の築造面積の算定方法（S50.4.1 建設省告示第 664 号）  

○駐車場法施行令第 15 条の認定基準について（通達）（S43.10.16 建設省都再発第

53 号）  

  

17
％
以
下

車路の勾配、有効高さに関する構造的制限

車路の勾配は17％以下

2
,3
00
(
車
路
)

2
,
10
0
(
車
室
)

車室の有効高さは2.1m以上車路の有効高さは2.3m以上

自走式駐車場の場合 駐車場法施行令第8条第3項第1号（はり下の高さ）
駐車場法施行令第8条第3項第3号（傾斜部の縦断勾配）
駐車場法施行令第9条（駐車の用に供する部分の高さ）
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６．その他関係法令 
 

 

○道路法（抜粋） 
昭和２７年 ６月１０日 法律第１８０号 

最終改正 令和 ７年 ６月 １日 法律第 ６８号 

 

(用語の定義) 

第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるもの

をいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を

全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含

むものとする。 

 

 

 

  



32 
 

○道路交通法（抜粋） 
昭和３５年６月２５日 法律第１０５号 

最終改正 令和 ７年６月 １日 法律第 ６７号 

 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 道路 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道路、道路運送

法（昭和２６年法律第１８３号）第２条第８項に規定する自動車道及び一般交通の用に

供するその他の場所をいう。 

四 横断歩道 道路標識又は道路標示（以下「道路標識等」という。）により歩行者の横

断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 

四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であるこ

とが示されている道路の部分をいう。 

五 交差点 十字路、丁字路その他２以上の道路が交わる場合における当該２以上の道路

（歩道と車道の区別のある道路においては、車道）の交わる部分をいう。 

六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路

に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示され

ている道路の部分をいう。 

九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行

を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操

作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるも

の（以下「歩行補助車等」という。）以外のものをいう。 

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に

停止すること（貨物の積卸しのための停止で５分を超えない時間内のもの及び人の乗降

のための停止を除く。）、又は車両等が停止（特定自動運行中の停止を除く。）をし、

かつ、当該車両等の運転をする者（以下「運転者」という。）がその車両等を離れて直

ちに運転することができない状態にあることをいう。 

十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 

 

 

（停車及び駐車を禁止する場所） 

第４４条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲

げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険

を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又

はトンネル 

二 交差点の側端又は道路のまがりかどから５メートル以内の部分 

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５メートル以内の部分 

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側

端からそれぞれ前後に１０メートル以内の部分 

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又

は標示板が設けられている位置から１０メートル以内の部分（当該停留所又は停留場に

係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。） 

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に１０メートル以内の部分 
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○建築基準法（抜粋） 
 

昭和２５年５月２４日 法律第２０１号 

 最終改正 令和 ７年６月 １日 法律第 ６８号 

 

（用語の定義） 

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに

類する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は

地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類す

る施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホ

ームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むもの

とする。 

二 特殊建築物 学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病

院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、

旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、

火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 

三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙

若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 

七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能（通常の火災が

終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の

部分に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コ

ンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの

又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 

 

 

 

 

○建築基準法施行令（抜粋） 
 

昭和２５年１１月２６日 政令第３３８号 

最終改正 平成 ７年 ４月 １日 政令第 ７２号 

 

（防火区画） 

第１１２条 法第２条第９号の３イ若しくはロのいずれかに該当する建築物（特定主要構造

部を耐火構造とした建築物を含む。）又は第１３６条の２第１号ロ若しくは第２号ロに掲

げる基準に適合する建築物で、延べ面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火

設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の２分の１に相当す

る床面積を除く。以下この条において同じ。）が１５００平方メートルを超えるものは、

床面積の合計（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類する

もので自動式のものを設けた部分の床面積の２分の１に相当する床面積を除く。以下この

条において同じ。）１５００平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火

構造の床若しくは壁又は特定防火設備（第１０９条に規定する防火設備であつて、これに

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後１時間当該加熱面以外の面に火炎

を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の

認定を受けたものをいう。以下同じ。）で区画しなければならない。ただし、次の各号の
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いずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ないものについては、この限りで

ない。 

一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これ

らに類する用途に供する建築物の部分 

二 階段室の部分等（階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のため

の乗降ロビーの部分を含む。）をいう。第１４項において同じ。）で１時間準耐火基準

に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの 

 

 

（避難階段及び特別避難階段の構造） 

第１２３条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 

一 階段室は、第４号の開口部、第５号の窓又は第６号の出入口の部分を除き、耐火構造

の壁で囲むこと。 

二 階段室の天井（天井のない場合にあつては、屋根。第３項第３号において同じ。）及

び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造る

こと。 

三 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設ける

こと。 

四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々１平方メートル以内で、法

第２条第９号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを

除く。）は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建

築物の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から９０センチメートル以上の距

離に設けること。ただし、第１１２条第１０項ただし書に規定する場合は、この限りで

ない。 

五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々１平方メー

トル以内とし、かつ、法第２条第９号の２ロに規定する防火設備ではめごろし戸である

ものを設けること。 

六 階段に通ずる出入口には、法第２条第９号の２ロに規定する防火設備で第１１２条第

１４項第２号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開

くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことがで

きるものとすること。 

七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。 

２ 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 

一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部（開口面積が各々１平方メートル以内

で、法第２条第９号の２ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられた

ものを除く。）から２メートル以上の距離に設けること。 

二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第６号の防火設備を設けること。 

三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。 
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○福岡県建築基準法施行条例（抜粋） 
 

昭和４６年７月２６日 条例第２９号 

最終改正 令和 ２年４月 １日 条例第２１号 

 

（倉庫等の自動車の出入口と道路との関係） 

第２３条 倉庫、自動車車庫（床面積の合計が１５０平方メートル以下のも

のを除く。）及び自動車修理工場（次条において「倉庫等」という。）の

自動車の出入口には、次の表に掲げる数値以上の幅と奥行を有する空地を

道路に面して設けなければならない。ただし、当該道路との境界線から二

メートル後退した自動車の車路の中心線上において、当該道路の中心線に

直角に向かつて左右にそれぞれ６０度以上の範囲内において、当該道路を

通行する者の存在を確認できる場合は、この限りでない。 

   

幅 奥行(単位 メートル) 

当該出入口の幅の数値に相当する数値 ２．０ 

 

 

（倉庫等の敷地の出入口の設置の禁止） 

第２４条 倉庫等の敷地の出入口は、次の各号の一に該当する道路に接して

設けてはならない。 

一 幅員６メートル未満の道路（自家用自動車の車庫においては幅員４メー

トル以上の道路に接し、その道路の反対側の境界線からの水平距離が６メ

ートル以内の部分の敷地を道路状にし、かつ、交通の安全上支障がない場

合を除く。） 

二 交差点又はまがりかどから５メートル以内の道路の部分 

三 電車の停留所、折返場又は安全地帯から１０メートル以内の道路の部分 

四 横断歩道、橋、踏切、トンネル又は陸橋から１０メートル以内の道路の 

部分 
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７．新バリアフリー法関係（抜粋） 
 

 

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
 

平成１８年６月２１日 法律第９１号 

最終改正 令和 ７年４月 １日 法律第２４号 

 

（定義） 

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

十一 路外駐車場管理者等 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第１２条に規定する路

外駐車場管理者又は都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第２項の都市計画区

域外において特定路外駐車場を設置する者をいう。 

十三 特定路外駐車場 駐車場法第２条第２号に規定する路外駐車場（道路法第２条第２項

第６号に規定する自動車駐車場、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第２項に

規定する公園施設（以下「公園施設」という。）、建築物又は建築物特定施設であるものを

除く。）であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が５００平方メートル以上である

ものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。 

 

（路外駐車場管理者等の基準適合義務等） 

第１１条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定路外駐車場

（以下この条において「新設特定路外駐車場」という。）を、移動等円滑化のために必要な特

定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準（以下「路外駐車場移動等円滑

化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準

に適合するように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっ

ては、高齢者、障害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成

することができないと認める場合においては、路外駐車場移動等円滑化基準に条例で必要な

事項を付加することができる。 

４ 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場（新設特定路外駐車場を除く。）を路

外駐車場移動等円滑化基準(前項の条例で付加した事項を含む。第５３条第２項において同

じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

 

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等） 

第１２条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令

で定めるところにより、その旨を都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。以下

「知事等」という。）に届け出なければならない。ただし、駐車場法第１２条の規定による届

出をしなければならない場合にあっては、同条の規定により知事等に提出すべき届出書に主

務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。 

３ 知事等は、前条第１項から第３項までの規定に違反している事実があると認めるときは、

路外駐車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。 



37 
 

 

 

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 
 

平成１８年１２月８日 政令第３７９号 

最終改正 令和 ７年 ６月１日 政令第２２１号 

 

（駐車場）  

第１８条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施

設（車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。）を設けなけれ

ばならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造

のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可

能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障が

ないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。  

一 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐

車場に設ける駐車施設の総数。以下この号及び次号において同じ。）が２００以下の場合 

当該駐車施設の数に１００分の２を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、

その端数を切り上げた数）  

二 当該駐車場に設ける駐車施設の数が２００を超える場合 当該駐車施設の数に１００分

の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に

２を加えた数 

２ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

一 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

二 次条第１項第３号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

 

（移動等円滑化経路） 

第１９条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める経路のうち一以上（第四号に掲げる

場合にあっては、その全て）を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下この条及

び第２６条第１項において「移動等円滑化経路」という。）にしなければならない。 

一～二  略 

三 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車

施設から利用居室までの経路（当該利用居室が第１５条の劇場等の客席である場合にあっ

ては、車椅子使用者用経路を含む。） 

四  略 
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○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 
 

平成１８年１２月１５日 国土交通省令第１１０号 

最終改正 令和 ７年 ６月 １日 国土交通省令第１００号 

 

（特定路外駐車場の設置等の届出） 

第７条 法第１２条第１項本文の規定による届出は、第１号様式により作成した届出書に次に

掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、

変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。  

一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺１００００分の１以上の地形図  

二 次に掲げる事項を表示した縮尺２００分の１以上の平面図 

イ 特定路外駐車場の区域 

ロ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設（移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の

構造及び設備に関する基準を定める省令 （平成１８年国土交通省令第１１２号）第２条

第１項 に規定する路外駐車場車いす使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。）、路

外駐車場移動等円滑化経路（同令第３条第１項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路

をいう。次項において同じ。）その他の主要な施設  

２ 法第１２条第１項ただし書の主務省令で定める書面は、第２号様式により作成した届出書

及び路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設

を表示した縮尺２００分の１以上の平面図とする。ただし、変更の届出書に添える図面は、

変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 
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○移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定め

る省令 
平成１８年１２月１５日 国土交通省令第１１２号 

最終改正 令和 ７年 ６月 １日 国土交通省令第 ８６号 

 

（趣旨） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１１条第１項の規定に基づ

く移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法

（昭和３２年法律第１０６号）、駐車場法施行令（昭和３２年政令第３４０号）及び駐車場法

施行規則（平成１２年運輸省・建設省令第１２号）に定めるもののほか、この省令の定める

ところによる。 

 

（路外駐車場車いす使用者用駐車施設） 

第２条 特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上

の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設（車椅子を使用している者が円滑に利用することがで

きる駐車施設をいう。以下同じ。）を設けなければならない。ただし、専ら道路交通法（昭和

３５年法律第１０５号）第３条に規定する普通自動車（以下「普通自動車」という。）以外の

自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。 

 一 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設（普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の

運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。以下こ

の号及び次号において同じ。）の数が２００以下の場合 当該駐車施設の数に１００分の２

を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

 二 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が２００を超える場合 当該駐車施設の数に

１００分の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げ

た数）に２を加えた数 

２ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

一 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

二 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施

設の表示をすること。 

三 次条第１項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

 

（路外駐車場移動等円滑化経路） 

第３条 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路の

うち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下「路外駐車場移動等円滑化

経路」という。）にしなければならない。 

２ 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場

合は、この限りでない。 

二 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、８０センチメートル以上と

すること。 

三 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

ロ ５０メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

四 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に代わり、又はこれに併設する

ものに限る。）は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、段に代わるものにあっては１２０センチメートル以上、段に併設するものにあ

っては９０センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、１２分の１を超えないこと。ただし、高さが１６センチメートル以下のもの

にあっては、８分の１を超えないこと。 
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ハ 高さが７５センチメートルを超えるもの（勾配が２０分の１を超えるものに限る。）に

あっては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が１５０センチメートル以上の踊場

を設けること。 

ニ 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６センチメートルを超え、かつ、勾配が２０

分の１を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

 

（特殊の装置） 

第４条 前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国

土交通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める

場合においては、適用しない。 

 

附 則 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日（平成１８

年１２月２０日）から施行する。 
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８．福岡県福祉のまちづくり条例関係（抜粋） 
 

 

○福岡県福祉のまちづくり条例 
 

平成１０年３月３０日 福岡県条例第 ４号    

改正 平成１９年２月２８日 福岡県条例第１３号 

 

（整備基準） 

第１４条 知事は、まちづくり施設の構造及び設備の整備に関し、高齢者、障害者等が安全か

つ快適に利用できるようにするための必要な基準（以下「整備基準」という。）を規則で定め

るものとする。 

２ 知事は、整備基準のほか、高齢者、障害者等が安全かつ快適にまちづくり施設を利用でき

るようにするための望ましい基準（以下「望ましい基準」という。）を定めることができる。 

 

（届出等） 

第１７条 まちづくり施設のうち、その規模、用途等により必要があると認めるものとして規

則で定めるもの（以下「特定まちづくり施設」という。）の新築等をしようとする者は、その

計画について、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届け出なければならない。こ

れを変更（規則で定める軽微な変更を除く。）しようとするときも、同様とする。 

２ 知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該計画が整備基準に適合しない

と認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 
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○福岡県福祉のまちづくり条例施行規則 
 

平成１０年 ７月３１日 福岡県規則第４１号 

最終改正 平成２４年１０月１２日 福岡県規則第４９号 

 

（整備基準及び望ましい基準） 

第４条 条例第１４条第１項に規定する規則で定める整備基準及び同条第２項に規定する望ま

しい基準は、不特定かつ多数の者が利用する部分又は専ら高齢者、障害者等が利用する部分

に係る整備箇所について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる表の規定による

ものとする。 

一～四  略 

五 路外駐車場 別表第八 

六  略 

 

（特定まちづくり施設） 

第５条 条例第１７条第１項に規定する規則で定める特定まちづくり施設は、別表第１及び別

表第２の特定まちづくり施設の欄に掲げる施設とする。 

 

（届出） 

第６条 条例第１７条第１項に規定する知事への届出は、次の各号に掲げるものを除くほか、

用途面積のうち新築等の対象となった部分の面積が、別表第１及び別表第２の特定まちづく

り施設の欄に規定する面積に該当するまちづくり施設について行うものとする。 

一 別表第１に掲げる特定まちづくり施設（建築基準法第２条第１号に規定する建築物に限

る。）で、建築基準法第６条第１項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）

の規定による確認の申請を要しないもの 

二 新築等の対象となった部分に、適用すべき整備基準がないもの 

２ 前項の届出は、特定まちづくり施設新築等（変更）届出書（様式第１号）に、次の各号に

掲げる図書を添えて、当該特定まちづくり施設の新築等の工事に着手する日の３０日前まで

に行うものとする。 

一 特定まちづくり施設整備項目表 

二 当該特定まちづくり施設の区分に応じ、別表第１０に定める図面 

 

 

別表第２（第３条第１項関係） 

区分 まちづくり施設 特定まちづくり施設 

３ 路外駐車場 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第２

条に規定する路外駐車場（駐車の用に供する

部分に駐車場法施行令（昭和３２年政令第３

４０号）第１５条の規定により国土交通大臣

が認める特殊の装置を用いる路外駐車場を除

く。） 

左欄に掲げる施設のうち、駐

車場の用に供する部分の面積

が５００平方メートル以上の

ものであり、かつ、その利用

について駐車料金を徴収する

もの（別表第１で定める特定

まちづくり施設の駐車場に該

当するものを除く。） 
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別表第８（第４条関係） 

 路外駐車場（整備基準） 

整備箇所 整備基準 

路外駐車場 

（建築物以外の 

もの） 

次の基準に適合する車いす使用者用駐車施設を、１以上設けること。 

一 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

二 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。 

三 当該施設から次号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設け

ること。 

四 当該施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち１以上

を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下「路外駐車場移動等

円滑化経路」という。）にすること。 

五 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜

路を併設する場合は、この限りでない。 

六 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、８０センチ

メートル以上とすること。 

七 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるもので

あること。 

イ 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

ロ ５０メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けるこ

と。 

八 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に代わり、又は

これに併設するものに限る。）は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、段に代わるものにあっては１２０センチメートル以上、段に併

設するものにあっては９０センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、１２分の１を超えないこと。ただし、高さが１６センチメー

トル以下のものにあっては、８分の１を超えないこと。 

ハ 高さが７５センチメートルを超えるもの（勾配が２０分の１を超える

ものに限る。）にあっては、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅が

１５０センチメートル以上の踊場を設けること。 

ニ 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６センチメートルを超え、か

つ、勾配が２０分の１を超える傾斜がある部分には、手すりを設けるこ

と。 

 

 

別表第１０（その６）路外駐車場 

図面の種類 明示すべき事項 

箇所図 方位、位置及び目標となる地物 

平面図 縮尺、方位、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅並びに

当該施設から出入口までの通路の位置及び幅員（当該通路

が傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それ

らを含む。） 

縦横断面図 通路に設けられる

傾斜路 

縮尺、高さ、長さ並びに踊場の踏幅及び構造 
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路外駐車場チェックリスト

設計 判定 備考 令 条 項 号

交差点､横断歩道､自転車横断帯､踏切､
軌道敷内､坂の頂上付近､勾配の急な坂
またはトンネル

交差点の側端､道路の曲り角、横断歩道
又は自転車横断帯の側端から5m以内

安全地帯､バス停､踏切より10m以内

2

3

4

出　口 5

幅　員 2

車室 9

避難
階段

10

防火
区画

11

換気
装置

12

照明
装置

13

警報
装置

14
車の出入り、道路交通の安全を確保するた
めに設置

車路の路面10ルックス以上、車室の床面2
ルックス以上

縦断勾配10％を超える道路

内部の空気を床面積１㎡あたり毎時14㎥以
上の喚起能力を有する装置を設けること
（床面積の10分の1以上の開口部があれば、
この限りでない）

火災の危険がある施設を付置する場合、耐
火構造の壁又は特定防火設備による区画

5.5m以上、一方通行の場合3.5m以上

はり下2.3m以上

屈曲部は5m以上の内法半径で回転すること
ができる構造

7

必要に応じて切取線1.5m以上の隅切りを設
けること

建
　
　
築
　
　
物

直接地上へ出る出入口がない場合、避難階
段又はこれに代わる設備を設けること

駐車の用に供する部分のはり下2.1m以上

駐
車
場
法
施
行
令

前面道路が２以上ある場合、交通に支障な
い道路に設けること

項目

道
　
　
　
路

幅員6m未満の道路

幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援
学校、幼保連携型認定こども園、保育所、
児童発達支援センター、情緒障害児短期治
療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の
出入口より20m以内の部分（工作物等により
車線が分離されていない道路の場合、反対
側の部分を含む）

出入口

出入口
を設け
ること
ができ
ない部
分

駐車の用に供する面積が6,000㎡以上ある場
合、出入口に沿って10m以上離すこと

道
路
交
通
法
第
44
条

基準

出口より2m後退した1.4mの高さで、道路の
中心線に直角に向かって左右それぞれ60°
以上の範囲内に歩行者の存在を確認できる
こと

傾斜部の路面は、粗面とし、又はすべりに
くい材料で仕上げること

車
　
　
　
路 傾斜部の縦断勾配17％未満

1

橋

3
8

建築物

1
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管理規程チェックリスト

基準 判定 備考 関係法 条 項 号

1 路外駐車場の名称 1

2
路外駐車場管理者の氏名及び住所（法人の場
合にあっては、その名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所）

2

3 路外駐車場の供用時間に関する事項 3

休業日並びに一日における供用時間の開始及
び終了の時刻

駐車場法
施行規則

2 1

4 駐車料金に関する事項 駐車場法 13 2 4

能率的な経営の下における適正な原価を償
い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこ
と

1

自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取
扱となる額でないこと

2

自動車を駐車させる者の負担能力にかんが
み、その利用を困難にするおそれのない額で
あること

3

路外駐車場を利用しようとする者の見やすい
場所に供用時間及び駐車料金の額を明示しな
ければならない

17

駐車料金の額は確定額をもって定めること
駐車場法
施行規則

2 2

5 路外駐車場の供用契約に関する事項 駐車場法 13 2 5

路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷
についての損害賠償に関する事項を含むこと

駐車場法
施行規則

2 3

6 国土交通省令で定める事項 駐車場法 13 2 6

路外駐車場の構造上駐車することができない
自動車

1

路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販
売、自動車の修理その他の業務の概要

2

項　　目

駐車場法
施行規則

3

16

　路外駐車場の供用を開始しようとするときは、管理規程を定め、供用開始後10日以内に届け出なければ
ならない。（駐車場法第13条第1項）

　管理規程には、国土交通省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
（駐車場法第13条第2項）

駐車場法 13 2

駐車場法
施行令
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律【新バリアフリー法】チェックリスト

　※平面駐車場のみ対象!!

基　　準 設計 判定 備考 法 条 項 号

特定路外駐車場設置（変更）届出書
【第２号様式】

法 12 1

縮尺１／１０，０００以上の地形図 1

縮尺１／２００以上の平面図
　・路外駐車場の区域
　・車いす使用者用駐車施設
　・移動等円滑化経路
　・主要な施設を記載

2

駐車場の規模が200台以下の場合
車いす使用者用駐車施設が２％以上

駐車場の規模が200台超の場合
車いす使用者用駐車施設が１％＋２以上

幅350㎝以上 1

利用居室までの経路の長さができるだけ短く
なる位置とすること

2

付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設
の表示をすること

2 2

設置
車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広
場その他の空地までの経路のうち一以上を、
路外駐車場移動等円滑化経路にすること

1

構造
段を設けないこと（傾斜路を併設する場合
は、この限りでない）

1

出入口 幅80㎝以上とすること 2

幅120㎝以上とすること

50ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場
所を設けること

幅は、段に代わるものにあっては120㎝以上、
段に併設するものにあっては90㎝以上とする
こと

勾配は、12分の1を超えないこと（高さが16㎝
以下のものは8分の1）

高さが75㎝を超えるもの（勾配が20分の1を超
えるものに限る）にあっては、高さ75㎝以内
ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設けること

勾配が12分の1を超え、又は高さが16㎝を超
え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある
部分には、手すりを設けること

国土交通大臣が規定による構造又は設備と同
等以上の効力があると認める場合、上記規定
を適用しない

4

傾斜路

移
動
等
円
滑
化
経
路

4

特殊装置

届
出

様式

添付資料

整
備
基
準

施
行
規
則

2

1

項　目

3

2

2駐車施設

3

7

11

通路

省
令
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福岡県福祉のまちづくり条例チェックリスト

　※平面駐車場のみ対象!!

基　　準 設計 判定 備考 条 項 号

特定まちづくり施設新築等（変更）届出書
【様式第1号（その2）（建築物以外用）】

条
例

17 1

まちづくり施設整備項目表（その他）
【チェックリスト】

規
則

6 2 1

幅350㎝以上であること

車いす使用者用である旨を見やすい方法
により表示すること

路外駐車場移動等円滑化経路までの長さ
ができるだけ短くなる位置に設けること

設置
施設から道又は公園、広場その他の空地
までの経路のうち１以上を、路外駐車場
移動等円滑化経路にすること

構造
段を設けないこと（傾斜路を併設する場
合は、この限りでない）

出入口 幅80㎝以上とすること

幅120㎝以上とすること

50ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がな
い場所を設けること

幅は、段に代わるものにあっては120㎝
以上、段に併設するものにあっては90㎝
以上とすること

勾配は、12分の1を超えないこと（高さ
が16㎝以下のものは8分の1）

高さが75㎝を超えるもの（勾配が20分の
1を超えるものに限る）にあっては、高
さ75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊
場を設けること

勾配が12分の1を超え、又は高さが16㎝
を超え、かつ、勾配が20分の1を超える
傾斜がある部分には、手すりを設けるこ
と

項　目

届出様式

整
備
基
準

駐車施設

条例施行規則
別表８移

動
等
円
滑
化
経
路

通路

傾斜路
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